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近
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戰

爭

2

信

用

通

貨

幷

に

.

財

政

I

堀

江

M

一

左
に
揭
载
す
る
は
、
大
英
學
術
協
會
が
專
同
家
を
委 

員
に
擧
げ
て
、
調
查
せ
し
め
つ
、
あ
る
®
時
經
濟
R
關 

す
る
第
！一
 i

囘
報
吿
咿
ヽ
信
用
通
货
財
攻
の
諸
間
題
に
關 

係
あ
る
部
分
の
獅
_
文

な

り

。
.
前一
一
囘
の
報
告
を
承
け 

千
九
百
十
六
年
八
月
四
日
ょ
6
_千
九
西
十
七
ギ
八
月
四 

日
：に
至
る
戰
爭
第
三
年
の
經
濟
財
政
狀
傲
の
評
論
を
主 

と
し「

間
々
戰
後
の
經
營
に
及
べ
る
も
の
あ
り
。
調
査 

委
員
は
' ス
コ
ッ
ト
氏
を
委
員
長
と
じ
、：

\

ス
テ
f
ブ
ル
、

テ
^
ク
シ
I f

コ
ン
ナ
丨
、
力
I

力
^
デ
牛
1
、.
二
 

ロ

ル
ソ
ン
、

.

\

ル
ダ
レ
t
グ
の
諸
氏
を
網
羅
し
た
る
こ
ミ 

前
囘
ビ
異
な
ら
ず
。

,

第

I

章

.第
1
節
，|
政
治
上
の
事
件
.
;
:

;

政
治
上
の
事
件
を
評
論
_す
る
は
、
本
委
員
會
の
任
務 

|

に
非
す
ど
雖
も
、，
其
戰
時
に
於
け
る
經
濟
財
政
に
®
要 

\

の
關
係
あ
り
、
又
將
來
に
_

係
を
及
ぼ
さ
ん
と
す
る
も 

\

の
に
就
て
は
、
評
論
を
，試
み
ざ
る
を
得
ず
。
而
し
て
戦 

\

爭
の
第
三
年
に
於
て
、
此
種
政
治
上
の
^
件
の
起
れ
る
，
 

一
も
の
三
四
の
多
き
に
及
ぶ
を
見
^

;!
>:
。
，其

第

一

は

千

九

：
 

\

百
十
六
年
十
.

11

月
五
日
ア
ス
キ
.メ
氏
を
首
相
と
す
る
前 

\

內
開
の
%
解

し

た

る

一

事

に

し

て

、
：
之

ビ

前

後

し

て

麟 

\

馬
尼
方
面
に
於
け
る
獨
逸
の
進
*
、
ブ
カ
レ
ス
ト
の
占— 

j

領
、K

ゼ
ン
ス
に
於
け
る
不
滿
足
な
る
狀
況
、
獨
逸
潜
行 

.艇
の
规
舶
擊
沈
數
增
划
等
禅
ら
人
目
を
«
き
た
-
0\。
新 

軍
事
內
閣
は
千
九
西
十
六
年
十1

1

月
八
日
ロ
ィ
ド
*
デ 

ヨ
ー
ジ
氏
を
首
相V

J

し
て
組
織
せ
ら
れ
た
る
が
、
新
內 

開
は
.五
名
よ
6
成
う
’
殘
餘
，の
大M

は
各
行
政
官
廳
.の

第

十

二

卷(-:

ハ
四一

)

雜

錄

戦

爭
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信

用

撖

货
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に
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攻

第
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第
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卷(
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四
ニ〕

雜

錄

.
戦
爭
と
信
用
撖
货
啤
し
財
政 

婼

玉

號

一

〇

四

, 

長

食

た

ミ

雖

：も
：、
軍

事

內

閣

，の
决
定
に

：

對

し

で

は

、
.
.

會
M

旦
明
し
、

次
い

I

で
十
八
日
に
至.か
.、
所
謂
：獨
逸
講

何
等
の
發
言
權
を
有
せ
ず
、
隨
て
多
數
の
實
業
家
も
亦
、
和
.通
牒
な
る
も
の
合
衆
國
大
使
に
交
付
せ
ら
れ
た 

'

 

, 

各
i
B廳
の
長
官
に
任
用
せ
ら
れ
た
I
 

■第二
の
大
事
件
然
も

_
逸
め
_

和
提
議
な
る
も
の
は
單
に
_
和
に
關
す 

は
露
國
の
茧
命
.に
し
て
，
其
進
行
ビ
栩
俟
つ
て
、
破
天
る
會
議
を
開
催
す
可
し
と
云
ふ
に
止
ま
&
、
殊
忆
旣
往 

.
、

.

荒
の
難
變
櫞
出
し
、
遂
に
千
九
百
十
七
年
三
月
十
五
P

-
に
於
け
る
.獨
逸
§

0

事
績
を
誇
大
に
叙
述
し
た
る
が 

:

案
國
下
院
に
於
て
報
吿
せ
&
れ
た
，
る
：が

如

く

、
皇

帝

の

' j

如
き
、
其
眞
面
目
を
缺
け
る
を
窺
ふ
可
し
。
斯
く
て
十 

■
退
位
す
る
ま
で
に
、局
而
を
進
め
し
め
た
り
。第
三
の
大

\ 

二
月
十
九
日
英
國
の
新
首
相
.
.ロ
ィ
ド
•
デ
ョ
ー
ジ
氏
.は 

;
i
.
v 

:

:

:

::
:
事
仲
は
千
九
宵
十
七
年
四
月
五
日
に
於
け
る
.合
衆
國
の
-

"?
•
: 

_ 

, 

,

對
獨
宣
戰
布
告
な
り
。、
盖
し
合
衆
國
は1.1
月1

H
獨

逸

j

が
旣
往
の
行
爲
に
對
す
る
賠
償
、
將
來
の
行
爲
：に
對
す

が
中
立
諸
國
の
船
舶
に
對
し
て
、
無
響
吿
«
沈
を
行
ぶj

る
保
證
を
與
ふ
る
の
意
思
を
表
明
せ
ざ
る
限
，公
、
講
和 

':
,可
き
旨
を
宣
言
し
た
.る
:0
故
を
以
.て
、
1
|月
 ̂

隨
て
本 

.

,に
對
す
る
國
交
を
斷
絕
し
た
る
も
の
な
る
が
、
页

に

進|
報

吿

公

表

の

當

時

に

於

，て
は
-、
何

等

確

乎

た

る

講

和

條 

.ん
で
戰
領
に
參
加
す
る
，に
於
て
は
、
聯
合
餓
國
の
經
濟
ー
件
は
§3
逸
に
'依
て
提
示
せ
ら
る
ゝ
に
茔
ら
ず
、
唯
®

0
 

的
實
力
を
策
固
な
ら
し
む
可
き
や
？
論
を
俟
た
ざ
る
な
第
四
年
の
八
月

.忙
於
：て
、
羅
M
法
王
は
各
交
戰
國
，に
通 

ぅ
。
之
ょ
6
前
千
九
瓦
十
六
年
十
，

H

月
：十

二

日

獨

逸

帝
.

牒
.を
發
し
て
、：
平
和
を
要
望
し
た
る
が
、
法
王
の
通
牒 

:;
:
國
宰
相
は
獅
逸
幷
R
同
盟
國
ょ
6
英
柳
露
其
他
聯
合
國

::
'

'

:亦
白
洱
義
幷
に
北
部
佛
蘭
呵
の
舊
狀
雑
持
を
主
張
し
た

.
R
講
和
條
件
を
提
示
す
る
の
意
思
あ
る
，ミV」

を
帝
國
議
，
る
の
點
に

.於

て

、
聯
合
諸
國
を
援
肋
す
る
も
の
.と
す
可

卜̂

^

^

ィ
九
月
中
旬
«
塊
兩
國
の
之
に
對
し
て
公
に
し
た
る
答 

書
に
於
て
は
、
^
耳
義
の
問
題
を
逸
し
た
0
0 

:

.
第
一
一
節
‘物
資
供
給
に
關
す
る
經
濟 

: 

/

上
の
問
題 

»

し
も
將
來
歷
史
家
が
今
囘
の
大
戰
爭
R-
就
て
、
完
一 

全
な
る
史
論
を
試
み
ん
か
、
彼
等
は
物
資
供
給
上
の
優
一
. 

越
が
戰
爭
の
勝
敗
を
決
す
る
‘に
大
な
る
効
力
あ
る
の
®

一
 

實
を
認
む
る
R
躊
躇
せ
ざ
る
可
し
。：

：

座
*
力
を
必
要
ビ
一 

す
る
の
程
度
は
戦
#

の
進
行
す
る
R.
.
Wて
•太
と
爲
6
、
 

戰
银
は
大
部
分
經
濟
的
勢
力
め
衝
突
に
非
ざ
る
や
の
«

岸 

を
室
し
な
る
が
、
' 
一
方
に
經
.濟
的
耐
久
カ
の
眼
度
は
富
へ
|
: 

源
の
•分
量
の
み
に
由
ら
す
、
.此
當
源
を
應
明
す
る
方
法|

: 

の
如
何
に
由
る
こ
.̂
も
亦
明
瞭
(£
爲

れ

ち

。

思
ふ
に
.近

 

一
}

 

代
の
戰
#
.に
於
て
は
多
©

の
M

m
品
を
^
消
せ
ざ
る
可 

か
ら
ず
。第
需
品
を
交
戰
地
域
に
連
搬
す
る
に
は
、廣
大 

な
る
述
輸
上
の
使
宜
を
必
要
マ」

し
、
此
便
を
有
効
な
ら 

し
む
る
に
は
：、
修

道

の

敷

設

、
橋

梁

の

架

設

"
遨

路

の

開' 

第

实

擎

(

六
四
三〕

丨

雜

錄
'

通

：を

必

要

V
J

す
可
く
、

一
 

方
K
:摩
輛
線
路
等
に
對
し
て 

«
要

を

增

進

す

可

し

。
殊
に
現

代

.の
戰
帮
に
於
て
.は
破 

*
的
機
械
の
誘
導
甘
ら
る
、
も
の
甚
だ
し
く
、
其
製
ャ 

に
勞
カ
を
费
す
も
の
少
な
か
ら
ず9

今
囘
の
戰
淨
の
爲 

め
に
生
じ
.对
れ
る
經
濟
的
歷
追
が
其
第
三
年
に
入
6
て 

漸
く
大
な
る
に
！

f

れ
，る
.は
、
要
す
る
に
軍
事
上
.の
.要
求 

R
應
す
'る
の
必
耍
ょ
り
全
世
界
の
生
.產
カ
能
力
に
負
谵 

を
加
へ
た
る
の
結
果
な
6
と
す
可
し
。
而
し
て
戰
時
に
. 

於
け
る
國
E
的
精
力
の
傾
注
せ
ら
る
，
>方
嚮
は
之
を
左 

ぺ
の
六
項
に
區
別
す
る
を
得
べ
し
。

一
，

戰
鬪
カ
幷
，に
戰

鬪

に

附

麗

す

る

勸

勞

。

.一r

軍
艦
幷
に
商
船
。
，

.

三
、
®
需
品
幷
に
運
搬
制
料
。

0

、
S
騰

員

又

は

戰

,

に
附
靡
す
る
勸
勞
に
從
ふ
者 

:

、
の
要
す
る
食
糧
被
服
尸 

五

"
人

民

一

般

の

^
す
る
食
糧
被
服
ノ 

六

.;
'
'第
S
:ヽ

四
、
五
諸
：項.の
物
資
と
：間
接
の
交
換
を
行

笫
31
號
：

.lo

aL

戰
淨
と
信
用
通
货
煎
に
財
政
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雜

錄
戰
爭
と
侪
用
通
货
池
に
財
政 

第
五
號
，

i
〇
六

ふ
爲
め
に
輸
出
す
る
製
造
品
：。
 

一
一
月
十
九
日.下
院
に
：於
.て
、
自

己
.の
對
戰
爭
政
策
を
說
，i 

總v

是
等
六
個
の
要
素
ば
勞
カ
神
に
物
資
に
對
す
.る明するに

.當
6
、
政

府

の

任

務

，は
；總

で

の

物

資

に

關

す 

•雪
要
に
於
て
、
互
に
競
^
す
る
が
故
に
、
之
を
調
節
す
る
動
員
を
完
成
し
、

.
之
を
有
効
な
ら
し
む
る
に
在
&
:̂ 

る
爲
め
に
、
勞
力
の
科
學
的
動
員
ビ
物
資
の
，節

約

ビ

を

し

、
且
つ
®:
事
內
間
は
，|
般
國
民
的
服
殺
の
原
則
を
實 

'必

要

と

し

、
へ
他
の
ー
方
に
於
て
，

_

民
的
生
產
の
增
殖
..
|
行
す
る
時
機
の
到
來
し
た
る
こ
ヒ
を
決
定
し
た
る
旨
を 

:

£

ー
般
人
民
の
消
费
の
減
縮
£
を
必
要
^
>
可̂
し
0
戰
一
.報
吿
し
、
次S

で
ネ
グ
ヰ
ー
ル
、
チ
ェ
ン
パ
一
レ
ン
氏 

#
第
一
一
ー
年
に
入

&

て
、歐
海
軍
の
戦
颸
ビ
相
對
し
て
、
經

1

を
摩
げ
て
、
國
民
的
服
役
事
務
提
官
に
任
命
し
た
り
。
 

齊
上
の
曝
圖
を
宽
要
臓
す
る
：に
至
れ
る
.は
.明
白

.の
事
實|

 

:盖
し
渐
官
職
.の
任
務V

J

す
る
所
は
總
て
重
恶
な
ら
ざ
る 

こ
し
て
、，
第
三
年
の
當
初
跤
月
間
政
府
^
戰
锻
の
遂
行
一
逄
業

(Non-essent.al 

industries)

ょ
ぅ
勞
カ
を
排
除
し 

に
必
要
な
る
各
種
の
手
没
幷
に
國
民
資
力
の
節
約
に
就\

之
を
戦
举
關
係
の
仕
箏
に
就
か
じ
め
んV」

す
る
の一.

事 

て
、
人
民
に
訴
ふ
る
も
の
頗
る
切
な
る
に
至
れ
り
。
千
一
に
し
て
、
首
相
は
延
に
此
意
.味
を
說
'明
し
、
總
て
の
船 

.
九
西
十
六
聆
士
ー
月
前
內
関
の
萌
壤
し
た
る
が
如
き
ノ 

.
1

舶
に
對
し
て
完
全
な
る
號
瞥
を
加
へ
て
、
鐡
道
ビ
同
樣 

舉
竟
政
府
が
戰
乘
を
遂
行
す
る
に
就
て
、
精
力
の
最
大j
の
地
位
に
置
き
ヽ
鑛
山
業
に
も
亦
充
分
の
監
督
を
施
し 

分
摄
を
用
ふ
る
に
㈣

K
の
最
も
巧
妙
な
る
動
員
を
以
て
食
料
品

.に
關
し
て
は
*
富
潘
の
消
費
#
;の
過
_

な
る
が
. 

す
る
に
、：遺
慽
あ
る
こ
と
の
國
E

に
依
て
承
認
せ
ら
れ
.

爲
め
に
、
貧
者
の
消
餐
f
i
R不
足
を
來
3
し
め
ざ
る
の 

た
る
を
以V

、
®

な
る
原
因
の1

と
す
可
き
な
り
。

•

注
意
を
_

じ
、
其
生
產
に
關
し
て
は
、

一
平
方
碼
の
土 

兹
に
於V

か
、
新
首
_

ロ
ィ
ド
> 
デ

ョ

ー

ジ

氏

ば

十
®
V
J雖
も
適
當
な
る
も
の
あ
ら
ん
か
、
之
を
生
產
に
供

屬

.

I
:I

I

iI

II
補-

用
せ
し
む
可
し
と
云へ
A

。
旣
に
»
る
官
職
設
け
ら
れ 

又
如
上
方
針
の
確
定
せ
る
.に
拘
は
ら
ず
、

」

經
濟
上
の
見 

地
ょ
b

云
ふV

J

き
は
、
總
て
の
物
資
に
關
す
る
動
員
を 

完
成
し
、
へ
之
を
有
効
な
ら
し
む
る
の
許
畫
社
充
分
に
成 

効
^

协
し
た
b

と

す

可

か

.ら

ざ

.る
も
の
あ
ぅ
o

.

即
ち
戰
. 

時
に
於
け
る
歴
代
の
內
照
は
、
戰
鬪
に
從
ひ
つ
、
あ
る 發

し
、
生
產
を
增
加
し
、
或
る
貨
物
の
消
费
を
減
じ
、

:

貨
物
に
關
す
る
投
機
を
抑
制
し
、
必
要
品
.に
關
す
る
取 

.弓
を
1:
^
て
、
過
剩
の
和
益
を
貪
る
こ
ビ
を
停
北
す
る 

の
擧
.に
出
で
た
ぅ
。
.然
も
政
府
が
是
等
の
諸
方
針
を
實 

行
す
る
に
緩
怠
な
b
し
は
、
批
評
の
餘
地
の
稆
す
る
所 

に
し
て
、
戰
時
戰
鬪
員
、物
資
、勸
勞
を
必
要
し

、

&

51
£
隊
の
趣
求
を
充
す
に
は
、：.

i

般
人
民
を
し
て
生
産
の
：I.

の
恶
素
は
總
て
之
を
第
二
位
に

增
殖
に
力
を
致
さ
し
む
る
：ビ
：共
に
、
其
^
樂
の
標
準
を 

戰
前
以
下
に
低
下
せ
し
{ /
'
る
の
必
耍
あ
る〖

W
ど
を
看
過 

■

し
た
.

0
。

然

も

一

般

人

民

を

强

制

し

：て
、
戰

前

ょ

6
も
多 

ぐ
動
势
：せ
し
め
、
又
自
制
を
行
は
し
む
る
は
、
英
役
義 

:
•務
者
を
し
て
戰
鬪
の
爲
め
に
、
最
大
の
_
牲
を
致
さ
し
：
 

む
る
と
異
な
る
も
の
あ
る
を
見
ず
。
急
劇
過
度
の
節
約 

は
個
人
の
不
便
を
招
き
、
' 又
苦
痛
を
加
ふ
る
所
以
た
る 

可
し
：

V
J

雛
も
、
是
等
ば
勇
敢
な
る
兵
.卒
.の
喜
ん
で
當
b
 

' 

つ

、
あ
る
不
便

茜

痛

に

此

較

す

れ

ば

、
•
殆
ど
數
ふ
る
に 

足
ら
ざ
る
な
り
。
現
內
開
は
其
在
任
中
數
多
の
訓
令
を
-

.|

の
時
R
當
ぅ
、
物
資
勸
勞
の
消
费
を
節
約
し
、
不
必
要 

\

，
な

る

生

藤

ょ6
必
要
な
る
生
産
に
勞
カ
を
移
動
せ
し
む 

j
.

る
.に
就
て
、
政
府
が
何
等
躊
m

す
る
も
の
な
か
る
可
き 

I

や
論
を
俟
.た
ざ
る
.な
&
。

I
.

戰
爭
第
三
年
に
於
て
行
は
れ
た
る
重
要
な
る
經
濟
上 

.
'へ
の
諸
計
畫
を
擧
げ
ん
に
、
千
九
西
十
六
年
十|

月
十
五 

.
^
0商
務
院
長
官
は
政
府
に
於
て
今
囘
食
糧
管
理
官
な
る 

官
職
を
設
け
、
從
來
食
糨
間
題
に
干
與
せ
る
諸
官
廳
の 

行
動
を
統
一
す
る
の
權
能
を
與
ふ
る
こ
ビ
、
し
た
る
^

•
を
公
表
し
、
次
ぃ
で
デ
グ
ォ
ン
ポ
ー
ト
卿
其
提
官
に
饪

:m
十二

#
.
.(

六四五

.

)

雜
.
.
.
.
.

.

錄.
.

戦爭と

.信
用
通
貨
放
！

1
1財政丨

第
蟲

1
〇
七

t 

v
,
'-
.
'f.
v

■ 

-:
Y

-

1

丨1

，；!
n-l

丨 

J

V
T>«
t 

» 

* 

•
- 

V
I 

I
- 

 ̂

 ̂

{

1

.
•
':
.

r 

! 

i
. 

i
n 

I
 

I
. 

X
P
1 
4

比パ



m

士 
5
 

(

六
s

c

雜錄戦爭
と信川述
货並に财
政

命
せ
ら
れ
た
ぅ
。
卿
の
花
職
巾
、
旅
館
、
科
理
店
、
慎 

樂
部
、
喫
茶
店
等
に
於
け
^
食
物
の
猶
锻
に
加
へ
.た
る 

_
g々
.の
制
限
は
要
す
る
に
當
而
の
•要
求
に
應
ず
る
に
足 

ら

ず

、
，
卿

亦

五

月

三

十
「

日
：辭

職

し

、

」

：
巧
ン
ダ
卿
六
月 

十

五

日

を

以

て

之

に

代

れ

り

。

又
#

相
は
一
一
月
ニ
十
一
一
一 

日
m
要
貨
物
の
輸
送
に
要
す
る
船
腹
を
得
る
の
目
的
を 

以
て 

> 
特
許
に
摅
る
^
^
の
外
多
數
貨
物
の
輸
入
に
對 

し
て
ス
嚴
逋
な
る
制
限
を
施
し
た
ぅ
。

一'方
に
ニ
月
一
.

日
獨
逸
ば

潜
行
艇
の
無
瞥
吿
聲
沈
を
宣
言
し
た
る
が
、 

此
方
策
の
効
果
の
充
分
な
^
ざ
ト
じ
は
左
の
二
表
に

依 

て
、
之
を
知
る
?:
得
べ
し
。

’

第

--
*
表
浮
流
水
雷
又
は
潜
行
艇
に
#
沈
せ
ら 

れ
'*
る
英
國
商
船
隻
數

一
、六
〇
〇
噸
以
上
一
、六
〇
〇
噸
以
下
漁
船

各
H

U
終 

る
週
問

Za.

八

H
;j
十
八 

H
; 

同

ニ

十

芄

：
：：： 

四

月

..一
日 

同

八

日
 

同
' 

 ̂

M 

n 

同
二
十
ニ 
H
 

同
二
十
九
日 

五
月
.

六
H
 

同

十

三
b
 

.問
■ 

ニ
十
日 

同

‘ニ
十
七
n
 

六

月

三

R
 

同

.
十
.
n 

同

十
七

：！！ 

同

ニ

十

四

日 

七
.
月
. 

一
n
 

同

八

日
 

同

十

五c
r

 

同」

.二
十
ニ
 2

：

. 

同

】一

十
九C2
 

八

刀

五
U

1;

力.
I
T

句
；
.

ニ
月T

一

十

五

日

，：
ー
山
ハ

.

三ー片ノ四：：
：！

ン

'

ー
3{
„ 

.

0
.
十
一
日
 

一
こ.
. 

四 

三
.

c
. 

- 

---Tr:
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Si
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第
二
表
英
國
諸
港
忙
於
け
る
谷
國
百
嚼
以
上

商
»
發
«

1
數

.

r

ド

い

-

-
'!
丨 

一

到

t

ニ
、
ー
1
八
〇 

.
ニ
、
五
二
八

」 

1

、
九
八
五
：
 

ニ
、
苽
ニ
八
：
 

，
ニ
、1
3
.四 

ニ
、
ニ
：八
ー 

ニ
、
四0
六 

ニ
、
三
七
九 

ニ
.、5£
八
五 

ニ
、
七
：

1

六 

■
ニ
、
三
七
四
〃 

ニ
、3£
六
八 

二
、
六
六
四 

ニ
、
七.1

九 

V
I、

六
九
三 

ニ
、
七
六
七
： 

ニ
、
八
九
七

」 

ニ
、
八
七
六 

.ニ
、
七
 
_

 

ニ
、
八̂

八
へ.

ニ
、
ニ
 

六

：一 

」

、
四
七
七_ 

1
、

九
五
九 

ニ
、
五
五
四 

'.
ニ
、
四
三
三.

ニ
、
三
九
九 

ニ
一
、1ニ
六
七 

,
-_
•■一

、
三
三
一 

ニ
'
六
 

一
二 

ニ
、
六
九
〇 

ニ
、
四
九
九.
 

ニ
、
：九
五
ニ 

ン
ニ
、
七
五
九 

】

1
、
七
六<

■:
,ニ 
i 六
四 
ニ
.

ニ
、
八5
1

ニ
、
九
九
三 

二
、
九
ニ
.三

ニ
、
八
四
ん
ハ

ニ
、
七
九
八

し
► ヽ四

. . .  1 . . ■ ' - , . ■ ■ '■.
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六四’九 七 O 五 ニ 九 五 o 九 九 三 三 o

七

月

十

玉

日 

同

ニ

十

二

日 

同

I

一
十
九
日 

八

力
3L

日

ニ
、
八
二
八 

ニ
、
七
九
一 

ニ
"
七
四
七 

ニ
"
六
七
三

ニ
、
九
二
〇 

ニ
、
七
九
一 

ニ
、
七
七
六 

ニ
、
七
九
六

ニ 六 —

第

一

表
に
據
れ
ば
、
英
國
船
舶
の
擊
沈
せ
ら
る
、
も 

一.の
最
も
多
か
り
し
は
五
月
六
日
以
前
の
三
週
間
に
し
て 

其
以
後
に
於
て
は
、
聯
合
國
の
海
軍
は
敵
潜
行
艇
の
暴 

行
に
對
し
て
、
相
當
の
監
視
を
加
ふ
る
を
得
^
る
が
如 

し
。
八
月
六
日
英
國
首
相
が
下
院
に
於
て
說
明
し
た
る 

所
^
據

れ

ば

、

最
も
擊
沈
數
の
多
き
に
.途
せ
る
四
月
に 

於
て
、
五
十
六
萬
噸
を
數
へ
、
七
月
に
於
て
は
三
十
ニ 

萬
噸
に
居
り
、
ニ
月
ょ
ぅ
七
月
に
至
る
六
個
月
間
每
月
' 

の
擊
沈
噸
數
ょ
り
新
造
船
噸
數
を
控
除
し
た
る
高
は
一一 

十
五
萬
噸
な
ヶ
ビ
.い
ふ
。

i 

へ
.四
月
十
一
日k
至
b

て
、
.
政
府
は
穀
物
生
產
法
案
な 

る
も
の
を
議
會
に
提
出
し
た
h
。
同
法
案
は(

一
)

千
九 

百
十
七
年
よ
办
同
一
一
十
ニ
年
に
至
る
各
年
に
就
て
、
小

(

六
四
七

)

雑

錄

戦

爭

と

信

州

姐

貨

池

!:
財
政

:

第
I

、



恶
m

m

w

瑢
十
二
獠(

六
四
八)

雑
錄
馨
と
信
用
撖
货
地
に
財
政 

麥
神
に
燕
麥
の
最
f

格
を
保
證
し(

一I)

農
業
勞
働
潘
造
所
に
も
及
ぼ
し
た 

の
最
低
賃
銀
を
一
週「

}

十
五
志
と
しr 

{
1
3地
f

し 

て
現
に
小
作
人
ょ
b
徵
收
す
る
も
の
以
上
に
地
代
を
引 

上
げ
し
め
ざ
る
こ
ビ
の
諸
點
を
掘
定
し
た
る
が
、
其
趣 

意
た
る
要
す
る
に
穀
物
の
か
地
產
出
を
獎g

す
る
も
の

第
玉
號

} 
5

に
外
な
ら
す
、
些
少
の
修
正
を
經
て
、
A
月

十

七

日

議.| 

會
を
通
過
し
た
り
。
千
夂
胃
十
ふ
ハ
年
十
二
月
二
十
H
政

|

 

■府
は
赞
部」

月
一
日
以
後
鐵
道
客
璀
の
連
轉
數
を
減
じ

"

:

且
つ
賃
金
に
五
割
の
增
率
を
加
ふ
る
こ
と
を
®
吿
し
穴 

办

,°
:
盖
し
鐵
道
業
に
關
係
‘あ
.る
勞
勸
漭
不
见
し
、
且
つ 

鐵
道
材
料
並
に
現
員
員
を
«
11
贿
に
輸
送
す
る
の
必
要 

.あ
る
を
以
て
.、
此
處
置
に
出
で
た
る
も
の
な
办
O

M
に 

四
月
ニ
十
三
日
に
至
り
、

政

府

は

次

週

以

後

全

國

，の

®
 

要
な
る
製
粉
所
を
政
府
の
經
營
に
移
す
可
き
，-
ビ
を
豫 

I吿

し

、
.
實
際
に
於
て
は
一
、

間
の
製
造
能
力
が
麥
粉 

五
囊
以
卞
の
も
の
を
除
き
、
總
て
の
製
造
所
に
右
め
命 

令
を
適
用
し
、
七
月
三
十
ブ
日
に
は
之
を
小
規
模
の
製

:

證
ニ
：節
外
國
質
易

」

千
九
1?
九
年
以
後
の
各
年
度
並
に
千
九
11
十
七
年
一 

月
ょ
り
七
月
に
至
る
每
月
の
輸
出
入
貿
易
額
を
表
示
す 

る
に
左
表
'0
如
し(

單
位
1
千
破)

。

輸

入

.輸出.

輸

入

超

過

 

1九
〇

九

年

六

ニ

四

、
七
〇

五
-

©
ハ
九
、3£
1、一
五

一

五

玉

、
一
八
o 

一
九
5

六
七
八
、
こ

五

七

五

三

四

、
一

四

六

一

四

四

、
一
一
一 

1

九

一
1

.六
八
〇
、1
玉
七
；
五
五
六
、
八

七

八

一

ニ
三
、
ニ
七
九 

一
九
二
一
 

七
四
四
、
，パ
四

」

玉
九
八
、
九
六
一‘

一
四
3£
、
六
，八
〇 

一
九
一
三.
七
六
八
、̂
三

五

六

三

四

、
八
ニ
'〇
一
三
三
、九

一

五
 

.
,
• 

-

铞

年

平

均

一

阀

〇

、
四
三
三

每
月
平
均 

一
一
、
七
〇

三 

六
九
六
、
六

三

五.
五
.

1
H

ハ
、一.

九

五

一

七

〇
、
四
四
〇 

八

玉

,
八
九
三
.
：
四
八
三
、
九
m
o.
三
丄
ハ
七
、
九
六
三 

九
四
九
、
一
五S 

:六
，

0

四
、1

五
五
三
四
四
、九
九
八 

七
九
、
〇
九

六
31
0

、
三
，

四
-:

ハ

二

八

、
七
五
〇

1

九
一
四
，

1
九
一
五 

i

九一
六

一
九
}
六
年 

铞
月
平
均 

一
九
一
七 

一
月

ニ 三

月

九
〇
、玉
六
玉 

七
〇
、
九
四
七 

八一
、
一 

'

S

五
玉
',I

九
ニ 

四
六
ごI

七
九 

a£1

、
六
八

1
!

!
I

三
3£
、
ニ
七
三 

ニ
四
、
六
六
八 

ニ
九
、
四
三
三

1
1

1

!

七 六 五 四  

n  n 月月

八
四
、
五
八
五
• 

八
七
、
六
ニ
〇 

八
六
、〇
六
八 

九
〇
、
一
八
—,
.

I
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濟
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。
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ヽ
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膨
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知
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瓦
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總
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。
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知
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千
九
百
十
三
年
の
代
價
を
茶
礎
と
し
て
、
改
訂
し 

た
る
千
九
百
十
六
年
の
資
易
統
計
が
前
記
の
如
く
な
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は
、：
戰
時
に
於
け
る
英
國
生
産
力
の
膨
脹
性
を
證
明
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も
の
に
外
な
ら
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。
然
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は
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節
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又
內
國
生
產

因
の
連
©
並
に
保
險
料
，の
^
!進
に
存
す
る
は
疑
?:
容
れ.

| 

.を
增
進
せ
し
む
る
こ
^
に
依
て
、
之
を
抑
制
す
る
を
得 

蓋
し
商
務
院
の
報
吿
に
於
て
は
、
輸
入
品
價
格
ば1:

手

數

料

、
：
保
險
料
ヽ
運
赁

&

含
み
、
輸
出
價
额
は
單
に 

手
數
料
並
に
鑛
込
费
用
を
含
む
に
止
東
れ
ば
な
り
。
：戰 

時
多
數
の
人
が
戰
爭
に
從
事
す
る
爲
め
に
生
產
業
を
去

卜
、
ノ
又
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べ
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道
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